
   練馬区公式アニメキャラクター「ねり丸」デザイン等使用取扱要綱 

                               平成24年１月30日  

                               23練産商第826号   

（趣旨） 

第１条 この要綱は、練馬区公式アニメキャラクター「ねり丸」（以下「ねり丸」という。）デ

ザイン等を区以外の者が使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。なお、

区がねり丸デザイン等を使用する場合の取扱いに関しては、別に定める。 

（定義） 

第２条 本要綱に定めるねり丸デザイン等とは、つぎに掲げるものをいう。 

 ⑴ ねり丸キャラクターデザイン 

 ⑵ ねり丸ロゴデザイン 

（使用範囲） 

第３条 ねり丸デザイン等は、その使用が販売目的か否かを問わず、区の産業経済の発展および

地域振興に寄与するもの、または区およびねり丸のPRに寄与するものと区長が認めるものにつ

き、本要綱に定める範囲内で使用できるものとする。ただし、つぎの各号のいずれかに該当す

るときは使用できない。 

⑴ 練馬区およびねり丸のイメージを傷つけるおそれがあるとき。 

⑵ 個人・団体のキャラクターとして誤認されるおそれがあるとき。 

⑶ 不当な利益を得るために利用されるおそれがあるとき。 

⑷ 第三者の利益を害し、またはそのおそれのあるとき。 

⑸ 政治・宗教・思想等の活動に利用するおそれがあるとき。 

⑹ 法令および公序良俗に反するおそれがあるとき。 

⑺ 本要綱および別に定めるマニュアル（以下「マニュアル」という。）に反するおそれがあ

るとき。 

⑻ その他、区長が不適当と認めるとき。 

（使用目的の定義） 

第４条 本要綱に定める販売目的とは、ねり丸デザイン等を使用した物品等（以下「物品等」と

いう。）の販売またはそれに準ずる行為により金銭的利益を得る目的をいう。また、それ以外は

非販売目的という。 

（使用の申請） 

第５条 ねり丸デザイン等を非販売目的で使用しようとする者は、あらかじめ非販売目的使用許

諾申請書（第１号様式）に必要な書類を添えて、区長に提出し、その許諾を受けなければなら

ない。 

２ ねり丸デザイン等を販売目的で使用しようとする者は、あらかじめ販売目的使用許諾申請書

（第２号様式）に必要な書類を添えて、区長に提出し、その許諾を受けなければならない。 

（使用の許諾） 

第６条 区長は、前条に定める使用の申請があったときは、その内容が第３条に照らし、使用許



諾対象と認める場合は、使用許諾通知書（第３号様式または第４号様式）により使用の許諾を

通知するものとする。 

２ 区長は、前項の許諾において必要があると認めるときは、ねり丸デザイン等の利用方法につ

いて、条件を付すことができる。 

（使用の不許諾） 

第７条 区長は、第５条に定める使用の申請において、その内容が第３条に照らし使用許諾対象 

と認められない場合は、使用不許諾通知書（第５号様式または第６号様式）により使用の不許

諾を通知するものとする。 

 (許諾内容の変更) 

第８条 第６条第１項に定める許諾を受けた者（以下「使用者」という。）が、許諾された内容

を変更しようとするときは、あらかじめ使用許諾変更申請書（第７号様式または第８号様式）

を区長に提出し、その許諾を受けなければならない。 

２ 前項の場合において、区長は、第６条および前条の規定を準用して、その使用の許諾または 

不許諾を通知するものとする。 

 (使用料) 

第９条 ねり丸デザイン等の使用料については、無償とする。 

（許諾の取消） 

第10条 区長は、使用者がつぎの各号のいずれかに該当するときは、その許諾を取り消すことが

できる。 

 ⑴ 申請に虚偽があったとき。 

 ⑵ 使用許諾を受けた範囲外の使用があったとき。 

⑶ 本要綱およびマニュアルに反すると認められるとき。 

⑷ 第３条各号のいずれかに該当するに至ったとき。 

⑸ その他、区長が不適当と認めるとき。 

２ 前項により許諾を取消された者は、直ちにその使用の中止および物品の回収を行わなければ

ならない。 

３ 区は、使用者に対し、前項に定める許諾の取消により生じた損害について、一切の責任を負

わないものとする。 

（使用許諾の期間） 

第11条 非販売目的の使用許諾の期間は、第６条第１項により使用許諾を受けた日から、非販売

目的使用許諾申請書に記載の使用期間までとする。 

２ 販売目的の使用許諾の期間は、第６条第１項により使用許諾を受けた日から当該年度の末日

までとする。ただし、継続して使用を希望するもののうち、区長が、第３条ただし書の規定に

違反していないと認めたときは、使用許諾の期間が満了する日の翌日から１年の期間で、第６

条第１項による使用許諾と同一の内容で使用の許諾をしたものとみなし、延長した期間の満了

時においても、同様とする。 

(使用上の遵守事項) 



第12条 使用者は、つぎに掲げる事項を遵守しなければならない。 

 ⑴ 許諾された内容により使用し、区長が使用を許諾した際に付した条件に従うこと。 

  ⑵ ねり丸デザイン等を使用するときは、別に定める著作権表記を行うこと。 

 ⑶ ねり丸デザイン等を使用するときは、著作権表記以外に許諾時に得た許諾番号の表記を行

うこと。 

 ⑷ その他マニュアルに従って使用すること。 

（監修） 

第 13条 使用者は、区に対し、物品等の原稿、原画、版下、校正刷り、サンプル品（以下「原稿

等」という。）が完成したときは、速やかにこれらを掲出し、区の監修を受けるものとする。 

２ 前項の監修において、前条の規定に抵触すると認められる場合、区は使用者に対し、当該原

稿等の修正または変更を求めることができる。 

（完成品の提出） 

第 14条 使用者は、前条の監修を受けた後、区に対し、物品等の完成品または完成品の写真を提

出するものとする。ただし、完成品または完成品の写真の提出が難しい場合は、区と協議のう

え、書面等での報告に代えることができる。 

２ 使用者は、前項の規定により提出した完成品または完成品の写真に係る区の確認が終わるま

では、物品等の製造、配布、販売等を開始してはならない。 

（使用報告および調査） 

第15条 販売目的の使用者は、年度末に、別に定める報告書を区長に提出するものとする。 

２ 区長は、使用許諾期間の物品等の使用状況並びに、報告書の内容について調査することがで

きる。 

（権利譲渡の禁止） 

第16条 使用者は、第三者にその権利を譲渡、もしくは転貸することができない。 

（権利の帰属） 

第17条 本要綱に定める使用許諾は、本要綱に基づき許諾された範囲での使用のほかは、使用者

に対してねり丸デザイン等に関する何らの権利または権限を与えるものではない。 

２ 使用者または使用者が委託した第三者が、ねり丸デザイン等の使用に当たって、区が事前に

承認した上で、ねり丸デザイン等の形状の変形、その他改変を加えた結果、当該改変物または

その映像上のキャラクターが二次的著作物（著作権法（昭和45年法律第48号）第２条第１項第

11号に規定する二次的著作物をいう。以下同じ。）と認められる場合、当該二次的著作物に係る

著作権は区に帰属する。 

３ 使用者は、ねり丸デザイン等の使用に当たって、著作権の登録（著作権法第77条の規定によ

る著作権の登録をいう。）、商標登録（商標法（昭和34年法律第127号）第５条に規定する商標

登録をいう。）、意匠登録（意匠法（昭和34年法律第125号）第６条に規定する意匠登録をいう。）

等の出願をしてはならない。 

（管理等責任） 

第18条 使用者は、自己の責任により物品等の制作、製造、配布、販売、管理等を行わなければ



ならない。 

２ 使用者は、使用者より委託を受けた第三者が物品等の制作、製造、配布、販売、管理等を行

う場合においても、前項に規定する管理等の責めを免れない。 

３ 物品等により、第三者の生命、身体または財物等に損害を負わせた場合、使用者の責任にお

いて適切な対処をしなければならない。 

（損失補償等の責任） 

第19条 区は、ねり丸デザイン等の使用を許諾したことに起因する損失補償等について、一切の

責任を負わない。 

２ 使用者は、ねり丸デザイン等の使用に際して、故意または過失により区に損害を与えた場合

は、これによって生じた損害を区に賠償するものとする。 

   付 則 

 この要綱は、平成24年２月１日から施行する。 

 付 則（平成25年３月22日24練産商第1420号） 

 この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

   付 則（平成26年３月26日25練産商第1379号） 

 この要綱は、平成26年４月１日から施行する。 

   付 則（平成28年３月31日27練産商第1163号） 

 この要綱は、平成28年３月31日から施行し、平成27年４月１日から適用する。 

付 則（令和３年３月19日２練産商第797号） 

１ この要綱は、令和３年３月19日から施行する。 

２ この要綱の施行の際、改正前の練馬区公式アニメキャラクター「ねり丸」デザイン等使用取 

扱要綱の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することがで

きる。 

第１号様式 別紙のとおり 

第２号様式 別紙のとおり 

第３号様式 別紙のとおり 

第４号様式 別紙のとおり 

第５号様式 別紙のとおり 

第６号様式 別紙のとおり 

第７号様式 別紙のとおり 

第８号様式 別紙のとおり 

 


